
事業所の概要 

 

サービス提供地域 

会津若松市 ※その他の地域にお住まいの方は要相談 

 

営業日 

月曜～金曜、第３土曜 

（ 年末年始 12月 30日～1月 3日、 

一般財団法人竹田健康財団が定める休日を除く） 

 

営業時間 

８：３０～１６：５０（２４時間連絡体制あり） 

 

アクセス 

 

 

 

 

 

 

                                                       

山鹿クリニック２階に 

事務所があります                                      

   相談支援事業所 たけだ 
指定特定相談支援 第 0730200５９９号   

指定障害児相談支援 第 0770500197号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

〒９６５－０８６２ 

会津若松市本町１番１号 山鹿クリニック２階                        

TEL：０２４２－２９－２５７７                                       

FAX：０２４２－２９－９９７４          
 



主任相談支援専門員 ２名在籍 

 

「相談支援事業所 たけだ」とは 

〇障がいのある方が日常生活や社会生活を営む上で、困っ

たことやわからないことなどがあった場合に、相談するこ

とができる場所です。 

〇相談支援専門員が、生活全般に関するご相談や福祉サービ

スの利用にともなう「サービス等利用計画書」を作成します。 

 

・精神障がいのある方や、医療的ケアが必要な方、強度行動障が

いのある方に、より専門的な相談支援を提供できる体制を整えて

います。 

・主任相談支援専門員 ２名在籍 

・休日、夜間における緊急時の相談など 

（地域生活支援拠点事業） 

 

【ご利用できる方】 

〇当事業所と契約を締結された障がいのある方やご家族 

〇発達に関する悩みや困りごとがある児童やご家族 

 

【費用について】 

相談は無料です。 

【サービスの利用・相談先】 

お住まいの市町村窓口または当事業所までお気軽にご相談

ください。 

       ～こんな相談をお受けします～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校入学までの

流れを知りたい 

発達がゆっくりだけど 

どこに相談すればいいか 

分からない 

仕事をしてみたい 

でも自信がない 

幼稚園やこども園を 

どのように選べばい

いの？ 

買い物や食事などの 

余暇を楽しみたい 

一人暮らしを 

してみたい 

親亡きあとの 

生活が心配 


